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避難所開設訓練について 

 新型コロナウイルスの感染拡大により、災害時の避難所の受入手順（裏面の発災時の行動の流れ

参照）が今までと変わりました。このため、今年は感染症予防対策を踏まえた避難所開設訓練を、

中部ブロック（桜、小山、高津波、重原、熊、刈谷東部、刈谷中部、刈谷西部、元刈谷の 9 地区）

で一斉に行うことになりました。 

訓練の概要は下記となりますので、桜地区にお住いの皆さまにご協力をお願いいたします。なお

避難所ごとに別途詳細の手順を策定しますので、具体的な要領は各分団の指示に従ってください。 

 

＜訓練日時＞ 

令和３年１１月２８日（日）８時半 

 

＜訓練項目＞ 

１． 安否確認訓練（“わが家は無事です”の意味の黄色タオルの掲出状況の確認） 

２． 一時避難場所への避難訓練（避難人数の確認） 

３． 指定避難所への移動及び避難所開設訓練（避難所開設、受付、誘導及び避難所の見学） 

 

＜桜地区の一時避難場所、指定避難所＞ 

分団名 桜地区一時避難場所 指定避難所 

第１分団 

（桜町） 

産業振興センター前（桜町１，２丁目） 

相生公園（桜町、３，４，５丁目） 

産業振興センター 

（桜、重原地区） 

第２分団 

（神明 1,2組） 

神明公園（神明町１，２，３丁目） 

刈谷工科高校前（神明町４，５丁目） 

刈谷工科高校 

（桜、高津波地区） 

第３分団 

（神明 3,5組） 

原崎公園（神明町６，７，８，９丁目） 小高原小学校 

（桜、高津波、小山地区） 

第４分団 

（相生町） 

産業振興センター前（相生町１，２丁目） 

相生公園（相生町３丁目） 

産業振興センター 

（桜、重原地区） 

第５分団 

（南桜 1,2組） 

さくら公園（南桜町） 子ども相談センター 

（桜、刈谷東部地区） 

第６分団 

（若松 1組） 

神田公園テニスコート（若松町１，４，５丁目） 刈谷南中学校 

（桜、元刈谷、重原地区） 

第７分団 

（若松2,3,4組） 

若松公園（若松町２，３，６丁目） 住吉小学校 

（桜、元刈谷、刈谷東部地区） 

注；まん延防止、緊急事態宣言又は気象警報が発令され場合は訓練を中止します。 



「発災時の行動の流れ」                             R3.7 

 刈谷市「避難所における感染症対策手順書」に従い、発災時の行動の流れに追加変更 

 

                                

                 災害発生   身の安全確保 

 

 

                        黄色タオルの安否確認 

                 安否確認   （タオルは色・形が目立つものであれば 

                         何でも良いです） 

 

                 救出救護   近所の助け合い、通報 

                 消火作業    

 

                        避難行動要支援者誘導 

                一時避難場所  応急危険度判定が完了するまで 

                                                待機 

 

                         避難行動要支援者誘導 

                 指定避難所  避難所開設準備が完了するまで 

                        待機 

 

 

                 事前受付   検温、健康状態チェック 

 

 

 

        発熱者・濃厚         一般受付     要配慮者 

        接触者受付                   受付 

 

 

 

 

     発熱者     濃厚接触者     一般避難者    高齢者 

     スペース    スペース      車中泊      障がい者 

テント泊     介護者 

                       スペース     妊婦、乳幼児 

                                スペース 

 

   ＊在宅避難者、縁故避難者は、救援物資受領のため、指定避難所受付登録後帰宅する 

  

 追加変更 


